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米国による気候変動枠組条約からの脱退 

調査部 主任研究員 大嶋 秀雄 

 

本稿は、時事通信社「円債投資ガイド」2026年 1月 14日配信記事を同社承諾のもと掲載するものです。 

 

１月７日、米国のトランプ大統領は「米国の国益に反する国際組織・協定・条約からの脱退

（Ｗｉｔｈｄｒａｗｉｎｇ ｔｈｅ Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ ｆｒｏｍ Ｉｎｔｅｒ

ｎａｔｉｏｎａｌ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎｓ， Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎｓ， ａｎｄ Ｔ

ｒｅａｔｉｅｓ ｔｈａｔ Ａｒｅ Ｃｏｎｔｒａｒｙ ｔｏ ｔｈｅ Ｉｎｔｅｒｅｓｔ

ｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ）」と題した大統領覚書（以下、覚書）を発

表した。対象となる組織等として、３１の国連関連、３５の国連以外の国際組織等が挙げられ

ており、特に、気候変動問題に関する中核的な国際枠組みである「国連気候変動枠組み条約（Ｕ

ＮＦＣＣＣ）」が含まれることが注目されている。 

 もっとも、覚書では、「国連機関からの脱退は当該機関への参加・資金提供の停止を意味す

る」とされ、国連機関として記載されているＵＮＦＣＣＣは資金拠出の停止等にとどまる可能

性もあるため、今後、実際に、国連に脱退の通知を行うか、注視する必要がある。 もし、Ｕ

ＮＦＣＣＣから脱退することになれば、米国のパリ協定への復帰が困難になるとの見方が多

い。気候変動対策に否定的なトランプ大統領は、第二期の就任日である昨年１月２０日にパリ

協定再離脱の大統領令に署名、同年１月２７日に国連に離脱を通知しており、１年後の本年１

月２７日にパリ協定から離脱することになる。パリ協定は大統領権限での復帰が可能である一

方、条約であるＵＮＦＣＣＣへの復帰には上院の３分の２の賛成が必要となるため、復帰のハ

ードルが高いとされる。ＵＮＦＣＣＣに復帰できなければ、ＵＮＦＣＣＣに基づくパリ協定へ

の復帰もできない。ただし、一部には、１９９２年に行われた上院の同意に基づいて復帰でき

るといった指摘もみられる。 

 米国がＵＮＦＣＣＣを脱退した場合、どういった影響が考えられるだろうか。米国は、すで

に、パリ協定離脱を宣言し、ＵＮＦＣＣＣへの拠出金を停止、年次会合であるＣＯＰ３０にも

代表団を派遣しないなど、気候変動問題に関する国際連携から距離を置いている。また、今の

ところ、米国に追随する国はなく、米国がＵＮＦＣＣＣから離脱しても、なし崩し的にＵＮＦ

ＣＣＣやパリ協定が瓦解（がかい）する事態は考えにくいだろう。そのため、米国がＵＮＦＣ

ＣＣから脱退しても、追加的な悪影響は限られるとみられる。しかし、足元では、パリ協定に

基づく各国目標（ＮＤＣ）の未提出国が続出するなど、国際的な機運低下が懸念されており、

昨年来の米国の環境政策の転換は、少なからず各国の取り組みに影響していると考えられる。 

地球温暖化は着実に進行しており、すでに、世界各地でさまざまな問題を引き起こしている。

目を背けても地球温暖化は止まらず、気候変動に起因するさまざまな問題は一層深刻化する。
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当面、米国の国際連携への復帰は期待できないが、時間的猶予はない。わが国は、欧州や新興

国とも連携して、気候変動問題の解決に向けた現実的な道筋を模索し、着実に取り組みを前進

させていくことが求められる。 
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